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令和７年１２月１１日時点  

 

 

 

令和７年度 呉市水防計画の修正（案） 
 

【新旧対照表】 
 

 

広島県水防計画の修正（Ｒ７.５）に伴う修正 
 

 

 

凡 例 

 

●             ：該当する編，ページ 

                ※ 広島県水防計画における該当ページは省略 

 

●      ，      ：修正箇所 

 

● 県修正△△       ：別添「資料１ 一覧／上位計画の修正に伴う修正」と連動 

××編 【●－●－●】 
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広島県水防計画 呉市水防計画 

修正前 修正後 修正前 修正案（危機管理課作成） 修正理由等 

 

 

（略） 

(1) （略） 

(2) 雨量・河川水位 

国土交通省 

・川の防災情報 

【PC版】 

http ://www.river.go.jp/ 

【スマートフォン版】 

http ://www.river.go.jp/s/ 

【携帯版】http ://i.river.go.jp/ 

(3) 潮位・波高 

国土交通省 

・海の防災情報（全国港湾海洋波浪情報網） 

【PC版】 

http ://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/ 

【スマートフォン・携帯版】 

http ://nowphas.mlit.go.jp 

国土交通省防災情報提供センター 

・潮位情報リンク 

http://www.jma.go.jp/jp/choi/bosai/choui_map

.html 

（略） 

(4) 広島県 

・広島県防災Ｗｅｂ 

http ://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/ 

（略） 

 

 

（略） 

(1) （略） 

(2) 雨量・河川水位 

国土交通省 

・川の防災情報 

【PC版】 

https://www.river.go.jp/ 

【スマートフォン版】 

https://www.river.go.jp/s/ 

【携帯版】https://i.river.go.jp/ 

(3) 潮位・波高 

国土交通省 

・海の防災情報（全国港湾海洋波浪情報網） 

【PC版】 

https://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/ 

【スマートフォン・携帯版】 

https://nowphas.mlit.go.jp 

国土交通省防災情報提供センター 

・潮位情報リンク 

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#content

s=tidelevel 

（略） 

(4) 広島県 

・広島県防災Ｗｅｂ 

https://www.bousai.pref.hiroshima.lg.jp/ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

種

別 
機関名 

気象情報 ウェブアドレス 

気

象

情

報 

気象庁 

（略） （略） 

雨

量

・

河

川

水

位 

国土交

通省 

川の防災情

報 

【PC版】

http ://www.river.g

o.jp/ 

【スマートフォン

版】 

http ://   river.g 

o.jp/s/ 

【携帯版】

http ://i.river.go.

jp/ 

潮

位

・

波

高 

国土交

通省 

海の防災情

報（全国港

湾海洋波浪

情報網） 

【PC版】 

http ://www.mlit.go

.jp/kowan/nowphas/ 

【スマートフォン・携

帯版】 

http ://nowphas.mli

t.go.jp 

 

国土交

通省防

災情報

提供セ

ンター 

潮位情報リ

ンク 

http ://www.jma.go.

jp/jp/choi/bosai/ch

oui_map.html 

気象庁 （略） （略） 

 

 

（略） 

種

別 
機関名 

気象情報 ウェブアドレス 

気

象

情

報 

気象庁 

（略） （略） 

雨

量

・

河

川

水

位 

国土交

通省 

川の防災情

報 

【PC版】

https://www.river.g

o.jp/ 

【スマートフォン

版】

https://www.river.g

o.jp/s/ 

【携帯版】

https://i.river.go.

jp/ 

潮

位

・

波

高 

国土交

通省 

海の防災情

報（全国港

湾海洋波浪

情報網） 

【PC版】 

https://www.mlit.go

.jp/kowan/nowphas/ 

【スマートフォン・携

帯版】 

https://nowphas.mli

t.go.jp 

 

国土交

通省防

災情報

提供セ

ンター 

潮位情報リ

ンク 

https://www.jma.go.

jp/bosai/map.html#c

ontents=tidelevel 

気象庁 （略） （略） 

 

県修正 27 

【理由等】 

ウェブサイトで確

認できる情報の追

加・修正 

 

 

 

第６章 気象予報等の情報収集 第６章 気象予報等の情報収集 

 

第６章 気象予報等の情報収集【水－６－１】 第６章 気象予報等の情報収集【水－６－１】 

 

 

http://i.river.go.jp/
http://i.river.go.jp/
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広島県水防計画 呉市水防計画 

修正前 修正後 修正前 修正案（危機管理課作成） 修正理由等 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広島県 

広島県防災

ウェブ 

http ://www.bousai.

pref.hiroshima.jp/h

dis/ 

洪水ポータ

ルひろしま 

（略） 

広島県河川

防災情報シ

ステム 

（略） 

 

広島県 

広島県防災

ウェブ 

https://www.bousai.

pref.hiroshima.jp/h

dis/ 

洪水ポータ

ルひろしま 

（略） 

広島県河川

防災情報シ

ステム 

（略） 

 

 

 

 

16.1 洪水、雨水出水、高潮対応 

16.1.1 洪水浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は、洪水予報河川及び水位周

知河川について、河川が氾濫した場合に浸水が想

定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、

指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を

公表するとともに、関係市町長に通知するものと

する。 

洪水予報河川及び水位周知河川の洪水浸水想定

区域の指定、公表状況及び関係市町は、【別表第

34】のとおりである。 

 

 

 

 

16.1 洪水、雨水出水、高潮対応 

16.1.1 洪水浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は、            

        河川が氾濫した場合に浸水が想

定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、

指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を

公表するとともに、関係市町長に通知するものと

する。 

               洪水浸水想定

区域の指定、公表状況及び関係市町は、【別表第

34】のとおりである。 

 

 

 

 

１ 洪水， 雨水出水，高潮対応 

(1) 洪水浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は，周辺地域に住宅や要配

慮者利用施設等，洪水時に避難を行うことが想

定される者が居住・滞在する建築物や避難施設，

避難路等の洪水時において避難の用に供する施

設が存する洪水予報河川及び水位周知河川につ

いて，河川が氾濫した場合に浸水が想定される

区域を洪水浸水想定区域として指定し，指定の

区域及び浸水した場合に想定される水深，浸水

範囲等を公表するとともに，関係市町の長に通

知する。 

本市に関係する河川は，本計画第４章「２ 洪

水予報河川における洪水予報」及び「３ 水位周

知河川における水位到達情報」のとおりである。 

 

 

 

 

１ 洪水， 雨水出水，高潮対応 

(1) 洪水浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は，周辺地域に住宅や要配

慮者利用施設等，洪水時に避難を行うことが想

定される者が居住・滞在する建築物や避難施設，

避難路等の洪水時において避難の用に供する施

設が存する                  

   河川が氾濫した場合に浸水が想定される

区域を洪水浸水想定区域として指定し，指定の

区域及び浸水した場合に想定される水深，浸水

範囲等を公表するとともに，関係市町の長に通

知する。 

本市に関係する河川は，本計画第４章「２ 洪

水予報河川における洪水予報」及び「３ 水位周

知河川における水位到達情報」のとおりである。 

 

県修正 28 

【理由】 

水防法の改正（R3）

に関する修正漏れ

に対応するもの。 

【内容】 

洪水浸水想定区域

の指定対象外であ

った中小河川にお

いても，その対象

とする旨の修正 

16.1.3 高潮浸水想定区域の指定状況 

県は、水位周知海岸について、氾濫した場合に

浸水が想定される区域を法第14条の３に規定され

る高潮浸水想定区域として指定し、指定の区域及

び浸水した場合に想定される水深を公表するとと

もに、関係市町長に通知するものとする。 

 

16.1.3 高潮浸水想定区域の指定状況 

県は、           氾濫した場合に

浸水が想定される区域を法第14条の３に規定され

る高潮浸水想定区域として指定し、指定の区域及

び浸水した場合に想定される水深を公表するとと

もに、関係市町長に通知するものとする。 

 

(2) 高潮浸水想定区域の指定状況 

県は，水位周知海岸について，氾濫した場合に

浸水が想定される区域を法第 14条の３に規定さ

れる高潮浸水想定区域として指定し，指定の区

域及び浸水した場合に想定される水深を公表す

るとともに，関係市町に通知するものとする。 

※ 呉市には，水位周知海岸の高潮浸水想定区

域の指定はないが，浸水想定区域は公表され

ている。 

(2) 高潮浸水想定区域の指定状況 

県は，          氾濫した場合に

浸水が想定される区域を法第 14条の３に規定さ

れる高潮浸水想定区域として指定し，指定の区

域及び浸水した場合に想定される水深を公表す

るとともに，関係市町に通知するものとする。 

※ 呉市には，水位周知海岸の高潮浸水想定区

域の指定はないが，浸水想定区域は公表され

ている。 

県修正 29 

【理由等】 

水防法の改正（R3）

に関する修正漏れ

に対応するもの。 

【内容】 

高潮浸水想定区域

の指定対象外であ

った海岸において

第 16章 浸水想定区域等における円滑かつ

迅速な避難の確保及び浸水の防止のための

措置 

第 16章 浸水想定区域等における円滑かつ

迅速な避難の確保及び浸水の防止のための

措置 

第 16章 浸水想定区域等における円滑かつ

迅速な避難の確保及び浸水の防止のための

措置【水－16－１】 

第 16章 浸水想定区域等における円滑かつ

迅速な避難の確保及び浸水の防止のための

措置【水－16－１】 
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広島県水防計画 呉市水防計画 

修正前 修正後 修正前 修正案（危機管理課作成） 修正理由等 

も，その対象とす

る旨の修正 

 


